
　
毎
年
９
月
９
日
を
「
救
急
の
日
」

と
し
、
今
年
は
９
月
４
日（
日
）か
ら

９
月
10
日（
土
）ま
で
の
１
週
間
を
「
救

急
医
療
週
間
」
と
定
め
て
い
ま
す
。 

　
当
町
で
は
、
平
成
16
年
中
の
救
急

出
動
件
数
は
１，

４
１
３
件
で
、
前

年
と
比
べ
て
72
件
増
加
し
て
お
り
、

毎
年
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。 

　
こ
れ
は
計
算
す
る
と
、
１
日
に
平

均
で
約
４
件
の
出
動
が
あ
り
、
年
間

に
町
民
の
22
人
に
１
人
が
救
急
車
で

搬
送
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

救
急
車
の
要
請 

 

　
救
急
車
は
緊
急
性
の
高
い
傷
病
者

の
搬
送
を
業
務
と
し
て
お
り
、
緊
急

性
の
な
い
傷
病
者
が
利
用
す
る
こ
と

は
、
一
刻
を
争
う
傷
病
者
が
発
生
し

た
場
合
、
生
死
を
左
右
す
る
ほ
ど
の

妨
げ
に
な
り
ま
す
。
皆
様
の
ご
理
解

あ
る
救
急
車
の
利
用
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。 

高
度
救
急
医
療 

 

　
消
防
署
で
は
、
高
度
化
す
る
救
急

医
療
に
対
応
す
る
た
め
、
医
療
機
関

で
の
研
修
へ
の
参
加
、
署
内
で
の
救

急
訓
練
を
積
極
的
に
行
い
、
迅
速
か

つ
適
切
な
救
急
活
動
が
行
え
る
よ
う

日
々
努
力
し
て
い
ま
す
。 

　
ま
た
、
年
間
を
通
し
て
普
通
救
命

講
習
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
今
年
か

ら
心
肺
蘇
生
法
に
Ａ
Ｅ
Ｄ（
自
動
体

外
式
除
細
動
器
）の
使
用
が
追
加
さ

れ
ま
し
た
の
で
、
救
命
講
習
を
受
講

さ
れ
た
こ
と
の
な
い
方
、
以
前
受
講

さ
れ
た
方
も
、
新
し
い
普
通
救
命
講

習
を
受
講
し
て
、
応
急
手
当
が
適
切

に
行
え
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

　
受
講

を
希
望

の

際

は
、
消

防
署
ま

た
は
、

国
府
分

署
へ
相

談
し
て

く
だ
さ

い
。 休

日

医

療 
 

　
休
日
医
療
機
関
は
、
消
防
署
テ
レ

ホ
ン
サ
ー
ビ
ス
案
内
で
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。（
案
内
は
休
日
・
祝
祭
日

の
み
で
、
平
日
は
月
間
防
災
情
報
に

切
替
り
ま
す
。
）
そ
の
他
の
医
療
機

関
の
案
内
は
、
直
接
消
防
署
へ
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。 

◎
問
い
合
わ
せ 

・
消
防
署
　
　（
61
）０
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１
１ 

・
国
府
分
署
　
　（
73
）０
１
１
９ 

・
テ
レ
ホ
ン
サ
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ビ
ス
案
内 

　
　（
61
）５
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今
年
は
５
年
に
一
度
の
国
勢
調
査

の
年
で
す
。
国
勢
調
査
は
10
月
１
日

（
土
）現
在
、
国
内
に
住
ん
で
い
る
す

べ
て
の
人
を
対
象
に
、
全
国
一
斉
に

行
わ
れ
る
も
の
で
、
行
政
の
基
礎
と

な
る
人
口
・
世
帯
の
実
態
を
明
ら
か

に
す
る
国
の
最
も
基
本
的
な
統
計
調

査
で
す
。 

　
調
査
結
果
は
、
国
や
地
方
公
共
団

体
に
お
い
て
、
福
祉
・
雇
用
・
防
災
・

環
境
な
ど
私
た
ち
の
身
近
な
地
域
の

問
題
を
考
え
る
基
礎
資
料
と
な
り
ま

す
の
で
、
調
査
の
重
要
性
を
理
解
い

た
だ
き
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

調
査
の
対
象
は
？ 

 

　
10
月
１
日
現
在
、
ふ
だ
ん
住
ん
で

い
る
人
す
べ
て
を
ふ
だ
ん
住
ん
で
い

る
場
所
で
、
世
帯
ご
と
に
調
査
を
行

い
ま
す
。 

 

調
査
方
法
は
？ 

調
査
員
っ
て
何
？ 

 

　
９
月
23
日（
金
）か
ら
30
日（
金
）に

か
け
て
、
調
査
員
が
す
べ
て
の
世
帯

に
調
査
票
へ
の
記
入
の
お
願
い
に
伺

い
ま
す
。 

　
調
査
は
、
調
査
員
が
調
査
票
を
各

世
帯
に
配
布
し
、
記
入
後
に
受
け
取

る
方
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
ま
す
。
こ

の
調
査
員
は
、
総
務
大
臣
が
任
命
し

た
非
常
勤
の
国
家
公
務
員
で
、
世
帯

へ
の
訪
問
時
に
は
、
「
国
勢
調
査
員

証
」
を
首
か
ら
提
げ
て
い
ま
す
。 

　
調
査
期
間
中
に
、
旅
行
や
仕
事
な

ど
の
都
合
で
、
留
守
に
す
る
場
合
は
、

町
ま
た
は
担
当
調
査
員
ま
で
連
絡
し

て
く
だ
さ
い
。 

 

調
査
さ
れ
る
内
容
は
？ 

調
査
票
記
入
上
の
注
意
点
！！ 

 

　
氏
名
・
男
女
の
別
な
ど
、
世
帯
構

成
員
に
関
す
る
17
項
目
で
す
。 

　
調
査
票
に
記
入
の
際
は
必
ず
、
鉛

筆
又
は
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
で
記
入

し
て
く
だ
さ
い
。 

 

調
査
票
の
提
出
方
法
は
？ 

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
保
護
さ
れ
る
の
？ 

 

　
記
入
さ
れ
た
調
査
票
は
、
調
査
員

が
記
入
漏
れ
な
ど
の
確
認
を
行
い
ま

す
の
で
、
調
査
員
に
渡
し
て
く
だ
さ

い
。 

　
調
査
票
は
調
査
員
↓
指
導
員
↓
町

↓
県
の
順
に
検
査
を
経
て
、
総
務
省

統
計
局
に
て
集
計
さ
れ
ま
す
。 

　
い
ず
れ
の
段
階
に
お
い
て
も
、
調

査
票
は
厳
重
に
保
管
さ
れ
、
集
計
を

終
え
た
調
査
票
は
溶
解
処
理
さ
れ
ま

す
の
で
、
調
査
票
と
し
て
残
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。
安
心
し
て
、
調
査

に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。 

 

 

記
入
し
た
内
容
は
ど
う
使
わ
れ
る
の
？ 

 

　
統
計
分
析
さ
れ
、
次
の
よ
う
に
利

用
さ
れ
、
皆
様
の
生
活
の
基
盤
を
作

る
資
料
と
な
り
ま
す
。 

○
法
定
人
口
と
し
て
利
用 

　
議
員
定
数
の
決
定
、
地
方
交
付
税

交
付
金
の
配
分
な
ど
は
法
律
に
よ
り
、

国
勢
調
査
結
果
を
利
用
す
る
よ
う
に

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

○
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
各
種
施

策
に
利
用 

　
高
齢
者
一
人
暮
ら
し
世
帯
、
母
子

家
庭
な
ど
の
統
計
を
地
域
別
に
明
ら

か
に
し
た
り
、年
齢
別
・
男
女
別
の
就

業
者
数
を
把
握
す
る
こ
と
で
、
経
済

政
策
策
定
の
基
礎
資
料
と
な
り
ま
す
。 

 

◎
問
い
合
わ
せ
　
企
画
室 

　
　
内
線
２
０
６
・
２
０
７ 

こ

く

せ

い

ち

ょ

う

さ

 

▲心肺蘇生の手順を学ぶ 
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